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仕
貯
水
槽
の
有
効
容
量
が　

弱
を
超
え
る

１０

　

水
道
施
設
は
、
「
簡
易
専
用
水
道
」
と

　

し
て
法
律
に
よ
り
定
期
検
査
を
受
け
る

　

こ
と
が
設
置
者
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い

　

ま
す
。

仕
貯
水
量
が　

弱
以
下
の
「
小
規
模
貯
水

１０

　

槽
水
道
」
も
、
徹
底
し
た
管
理
責
任
が

　

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
設
置
者
は

　

次
の
こ
と
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

①
届
出

　
　

小
規
模
貯
水
槽
水
道
を
設
置
ま
た
は

　

廃
止
し
た
と
き
は
、
必
ず
水
道
課
に
届

　

出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

②
点
検

　
　

水
が
汚
染
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う

　

清
潔
に
保
ち
、
定
期
的
に
点
検
を
行
っ

　

て
く
だ
さ
い
。

　

③
清
掃

　
　

年
１
回
以
上
定
期
的
に
、
専
門
知

　

識
・
技
能
を
持
っ
た
業
者
に
依
頼
し
点

　

検
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

④
水
質
検
査

　
　

蛇
口
で
色
・
濁
り
・
臭
い
・
味
な
ど

　

水
質
検
査
と
残
留
塩
素
測
定
を
定
期
的

　

に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

水
道
課　

管
理
係　

☎　

－

３
０
０
３

７５

　

水
道
法
お
よ
び
市
の
給
水
条
例
で
は
、
す
べ
て
の
貯
水
槽
水
道
（
水
道
水
を
貯
水
槽

を
通
じ
て
給
水
し
て
い
る
施
設
）
の
管
理
責
任
は
設
置
者
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

貯
水
槽
に
入
る
ま
で
の
水
道
は
、
市
（
水
道
企
業
管
理
者
）
が
管
理
し
て
い
ま
す

が
、
貯
水
槽
か
ら
先
は
、
貯
水
槽
設
置
者
が
管
理
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

貯
水
槽
水
道
を
設
置
し
て
い
る
方
へ

届
出
・
点
検
・
清
掃
・
検
査
が
必
要
で
す

　
　

歳
以
上　

歳
未
満
の
方
が
会
社
を
退

２０

６０

職
さ
れ
た
と
き
は
、
第
２
号
被
保
険
者

（
厚
生
年
金
）か
ら
第
１
号
被
保
険
者（
国

民
年
金
）
へ
の
「
国
民
年
金
被
保
険
者
資

格
取
得
届
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。

※
第
３
号
被
保
険
者
（
第
２
号
被
保
険
者
に
扶

　

養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
）
に
つ
い
て
も
同
様

　

の
変
更
届
の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

平
成　

年
度
の
定
額
保
険
料
は
月
額
で

２１

　

１
４
、
６
６
０
円
で
す

届
出
に
必
要
な
も
の

　

年
金
手
帳
な
ど
基
礎
年
金
番
号
が
記
載

さ
れ
て
い
る
も
の
・
退
職
日
が
確
認
で
き

る
書
類
（
離
職
票
・
雇
用
保
険
受
給
者
証

な
ど
）・
認
印

　

退
職
（
失
業
）
に
よ
る

　
　
　
　

特
例
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す

　

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
経

済
的
に
困
難
な
場
合
、
申
請
に
よ
っ
て
保

険
料
の
納
付
を
免
除
さ
れ
る
制
度
が
あ
り

ま
す
。

　

特
例
免
除
は
申
請
す
る
年
度
ま
た
は
前

年
度
に
お
い
て
退
職
（
失
業
）
の
事
実
が

あ
る
場
合
に
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

　

免
除
制
度
を
利
用
さ
れ
る
と
、
免
除
さ

れ
た
期
間
は
次
の
よ
う
に
扱
わ
れ
ま
す
。

　

通
常
の
免
除
申
請
で
あ
れ
ば
本
人
、
配

偶
者
、
世
帯
主
の
所
得
が
審
査
の
対
象
と

な
り
ま
す
が
、
失
業
に
よ
る
特
例
免
除
制

度
は
、
退
職
者
本
人
の
所
得
を
除
外
し
て

審
査
を
行
い
ま
す
。（
た
だ
し
、
配
偶
者

や
世
帯
主
に
一
定
の
所
得
が
あ
る
時
は
免

除
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
）

　

な
お
、
配
偶
者
、
世
帯
主
が
退
職
し
た

場
合
も
こ
の
特
例
免
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

申
請
の
方
法
な
ど
、
詳
細
に
つ
い
て

は
、
お
訪
ね
く
だ
さ
い

■
問
い
合
わ
せ

　

佐
賀
社
会
保
険
事
務
所　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎　

－

４
１
９
１

３１

　

多
久
市 
市
民
生
活
課 
保
険
年
金
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎　

－

２
１
５
９

７５

会
社
を
退
職
さ
れ
た
と
き
は

国
民
年
金
へ
の
加
入
手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

①
老
齢
基
礎
年
金
・
老
齢
厚
生
年
金
の
受

　

給
資
格
期
間
に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
ま
す

②
全
額
免
除
の
期
間
は
、
全
額
納
付
し
た

　

と
き
に
比
べ
、
年
金
額
が
２
分
の
１
と

　

し
て
計
算
さ
れ
ま
す

　
（
平
成　

年
３
月
分
ま
で
は
３
分
の
１
）

２１

③
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
の
受

　

給
資
格
期
間
に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
ま
す

簡易専用水道　　　貯水有効容量が１０弱を超えるもの
小規模貯水槽水道　貯水有効容量が１０弱以下のもの

高架水槽

貯水槽方式

貯水槽

→

→

行 政 か ら の お 知 ら せ
I n f o r m a t i o n


